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国
立
学
校
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
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五
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決

六
二
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三
、
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五

可
　
　
決
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昭
和
六
十
二
年
度
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済

組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律

案

"

三
、
二
三

三
、
二
三

（
予
）

　
　
五
、
二
一

可
　
　
決

　
　
　
五
、
二
二

可
　
　
決

三
、
二
三

　
　
五
、
一
五

修
　
　
正

五
、
二
〇

修
　
　
正

国
立
学
校
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
九
号
）

要
旨　

本
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
福
島
大
学
に
行
政
社
会
学
部
を
設
置
す
る
こ
と
。

二
、
三
重
大
学
の
農
学
部
及
び
水
産
学
部
を
統
合
し
て
生
物
資
源
学

　
部
を
設
置
す
る
こ
と
。

三
、
筑
波
技
術
短
期
大
学
を
新
設
す
る
こ
と
。

四
、
徳
島
大
学
に
医
療
技
術
短
期
大
学
部
を
併
設
す
る
こ
と
。

五
、
電
気
通
信
大
学
短
期
大
学
部
を
、
同
大
学
電
気
通
信
学
部
拡
充

　
に
伴
い
廃
止
す
る
こ
と
。

六
、
昭
和
四
十
八
年
度
以
後
に
設
置
さ
れ
た
国
立
医
科
大
学
等
に
係

　
る
昭
和
六
十
二
年
度
の
職
員
の
定
員
を
一
万
九
千
八
百
三
十
七
人

　
（
百
十
七
人
増
）
に
改
め
る
こ
と
。

委
員
長
報
告



　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
文
教
委

員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
福
島
大
学
に
行
政
社
会
学
部
を
、
三
重
大
学
に
生

物
資
源
学
部
を
そ
れ
ぞ
れ
設
置
す
る
と
と
も
に
、
筑
波
技
術
短
期
大

学
及
び
徳
島
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
を
新
設
す
る
ほ
か
、
総
定

員
法
の
枠
外
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
新
設
医
科
大
学
等
の
職
員
の
定
員

を
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
三
重
大
学
の
生
物
資
源
学
部
及
び
筑

波
技
術
短
期
大
学
の
設
置
の
趣
旨
と
そ
の
整
備
充
実
策
、
国
公
立
大

学
の
入
試
制
度
の
改
善
、
留
学
生
対
策
等
の
諸
問
題
に
つ
き
ま
し
て

熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
つ
て

御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全

会
一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

　
な
お
、
障
害
者
の
た
め
の
高
等
教
育
機
関
の
整
備
な
ど
四
項
目
か

ら
成
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

昭
和
六
十
二
年
度
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
の
年
金
の

額
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
四
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
年
金
の
額

に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
及
び
国
民
年
金
の
改
定
措
置
に
な
ら
い
、
昭

和
六
十
二
年
四
月
分
か
ら
平
均
〇
・
六
%
の
引
き
上
げ
措
置
を
講
じ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
に
つ
い
て
修
正
が
行
わ
れ

た
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
文
教
委

員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
が
支
給
す
る
退
職
共

済
年
金
等
の
額
を
厚
生
年
金
及
び
国
民
年
金
の
改
定
措
置
に
な
ら
い
、

昭
和
六
十
二
年
四
月
分
か
ら
改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
き
ま
し
て
施
行
期
日
に
つ
い
て
修
正
が
行
わ

れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
高
齢
者
に
対
す
る
在
職
支
給
の
是
非
、



国
庫
補
助
減
額
分
の
補
て
ん
の
見
通
し
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
つ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存

じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全

会
一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

　
な
お
、
都
道
府
県
か
ら
の
助
成
の
拡
充
等
に
関
す
る
附
帯
決
議
を

行
い
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




